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２　DVの正体を知り、早期の発見・相談へ
３　いのちをつなぐアート展
４　 住民税非課税世帯等に対する電力・ガス・食料品等

価格高騰緊急支援給付金（５万円）

５　秋の叙勲・褒章、いきいきシニア
６　税、市民参画
７　市政その他、オール東京滞納STOP強化月間
８　教育委員会事務局が移転します

９　講座・催し物
10　講座・催し物、健康だより（救急診療など）
11　新型コロナワクチン関連情報
12　関戸で夜更かし〜若者の移住事情〜
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悪いのは、あなたではありません
　DV（ドメスティック・バイオレンス）とは、配偶者や恋人など親密な関係
にある、または過去にあった人との間に起きる暴力のことです。暴力の形も
さまざまで、「殴る・蹴る」だけではありません（2面参照）。
　DVの被害者本人が「被害を受けている」という自覚がない場合もあり、ま
た、周囲に話すのをためらったりして、発覚が遅くなることがあります。そ
の結果、DVを受けた人はPTSD（心的外傷後ストレス障害）に陥ることもあ

り、その後の人生に深く、大きな影響を受けてしまいます。
　人間関係は対等なものであり、DVは犯罪となる行為も含めて重大な人権
侵害行為です。被害者自身だけでなく、周囲の人たちも１日で
も早くDVに気付き、適切な支援を受けることが大切です。「こ
の程度で相談していいのだろうか」と迷わずに、まずは相談し
てください。

▲�DVなどに�
関する相談


